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（仮称）銚子西風力発電事業に係る環境影響評価方法書に対する意見（論点整理）【新旧対照表】 

 

赤：委員意見  青：住民等意見 緑：複数者の意見 黒：事務局意見  

 

※旧は、令和８年度第１回千葉県環境影響評価委員会資料（令和８年５月１５日開催）。下線部は、変更箇所。 
図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

 

 

2-5 

 

 

 

 

 

2-4～2-6 

 

 

 

2-8 

 

 

2-8～2-10 

 

 

 

 

１ 事業特性、地域特性 

（１）事業特性 

ア 本事業は、銚子市内で供用されている単機出力   

１，９９０ｋＷの風力発電機（以下「既設風車」という。）

６基が撤去された後に、ＨＳＥ株式会社が新たに風力発

電機（以下「新設風車」という。）を最大７基設置し、総

出力を２５，５６０ｋＷとする計画である。【答申前文】 

 

イ 新設風車のうち４基は既設風車と同位置に設置し、その

他の風車は、既設風車から北西３ｋｍ程度の新たな場所に

設置する計画である。【答申前文】 

 

ウ 新設風車は単機出力が４，０００～５，０００ｋＷであ

り、既設風車と比較して、大型化する。【答申前文】 

 

エ 新設風車の配置の一部や出力、ローター直径、全高、基

礎構造などの事業計画の詳細は、今後決定することとされ

ている。【答申前文】 

 

 

１ 事業特性、地域特性 

（１）事業特性 

ア  本事業は、銚子市内で供用されている単機出力   

１，９９０ｋＷの風力発電機（以下「既設風車」という。）

６基が撤去された後に、ＨＳＥ株式会社が新たに風力発電

機（以下「新設風車」という。）を最大７基設置し、総出

力を２５，５６０ｋＷとする計画である。 

 

イ 新設風車のうち４基は既設風車と同位置に設置し、その

他の風車は、既設風車から北西３ｋｍ程度の新たな場所に

設置する計画である。 

 

ウ 新設風車は単機出力が４，０００～５，０００ｋＷであ

り、既設風車と比較して、大型化する。 

 

エ 新設風車の配置の一部や出力、ローター直径、全高、基

礎構造などの事業計画の詳細は、今後決定することとされ

ている。 

 

 

資料２ 
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図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

 

2-6 

 

 

 

 

3-34,3-77 

 

 

 

3-83 

 

 

3-180 

 

 

3-112,5-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域特性 

ア 対象事業実施区域（以下「事業区域」という。）の周辺

には、他の事業者が供用する陸上風力発電機が複数存在し

ており、本事業の実施による環境影響に加えて累積的な影

響が想定される。【答申前文】 

 

イ 事業区域は大部分が丘陵地に位置し、畑地で占められて

おり、事業区域の周囲には常緑広葉樹二次林が分布してい

る。【答申前文】 

 

  ウ 事業区域及びその周辺では、サシバ等の希少な猛禽類の

存在が確認されている。【答申前文】 

 

エ 事業区域及びその周辺には、埋蔵文化財包蔵地が多数存

在している。【答申前文】 

 

オ 事業区域の周辺１００メートル圏内には、社会福祉施設

及び複数の住宅が存在することから、周辺環境への十分な

配慮が必要である。【答申前文】 

 

 

 

 

 

 

（２）地域特性 

ア 対象事業実施区域（以下「事業区域」という。）の周辺

には、他の事業者が供用する陸上風力発電機が複数存在し

ており、本事業の実施による環境影響に加えて累積的な影

響が想定される。 

 

イ 事業区域は大部分が丘陵地に位置し、畑地で占められて

おり、事業区域の周囲には常緑広葉樹二次林が分布してい

る。 

 

ウ 事業区域及びその周辺では、サシバ等の希少な猛禽類の

存在が確認されている。 

 

（新規追加）  

   ※前回委員会を踏まえ、地域特性として追加 

 

エ 事業区域の周辺１００メートル圏内には、社会福祉施設

及び複数の住宅が存在することから、周辺環境への十分な

配慮が必要である。 
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図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

 

該当ページ 

なし 

 

 

 

2-16 

 

 

 

 

 

2-6 

 

 

 

 

 

2-12 

 

 

 

 

 

 

２ 事業計画 

（１）事業計画の決定に当たっては、より低騒音の風力発電機を

選定するなど、環境影響をできる限り回避又は低減できるよ

う検討すること。また、新設風車の規模、配置等の諸元につ

いて、検討の経緯を含め、準備書に記載すること。 【答申】 

 

（２）既設風車の撤去工事について、廃棄物の発生等による環境

影響やその内容に応じた環境保全措置を検討し、その結果を

踏まえた対応方針等を準備書に記載すること。【指導】 

 

３ 環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手法 

（１）全般的事項 

ア 事業区域及びその周辺には、本事業に加えて他事業の風

力発電機が複数存在することから、これらによる累積的な

環境影響が考えられる騒音及び超低周波音、日照阻害（風

車の影）、景観並びに鳥類等について、適切に環境影響評

価を行うこと。【答申】 

 

イ 新設風車の設置に伴い実施する電線路等付帯設備の設 

置工事が事業区域外に及ぶ場合は、その影響について検討 

し、必要に応じて当該範囲を事業区域に加え、関連する環 

境影響評価項目を選定すること。【答申】 

 

 

 

２ 事業計画 

事業計画の決定に当たっては、環境影響をできる限り回避又

は低減できるよう検討すること。また、新設風車の規模、配置

等の諸元について、検討の経緯を含め、準備書に記載すること。 

  

 

（新規追加）  

   ※前回委員会を踏まえ、必要な論点として追加 

 

 

３ 環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手法 

（１）全般的事項 

ア 事業区域及びその周辺には、本事業に加えて他事業の風

力発電機が複数存在することから、これらによる累積的な

環境影響が考えられる騒音及び超低周波音、日照阻害（風

車の影）、景観並びに鳥類等について、適切に環境影響評

価を行うこと。 

 

イ 新設風車の設置に伴い実施する電線路等付帯設備の設

置工事が事業区域外に及ぶ場合は、その影響について検

討し、必要に応じて当該範囲を事業区域に加え、関連 

する環境影響評価項目を選定すること。 
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図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

 

5-9～5-10 

 

 

 

 

 

 

5-24,5-29 

 

 

 

 

 

 

5-27,5-31, 

5-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水文環境及び地盤 

新設風車の配置、基礎構造及び施工方法によっては、地下

水への影響及び地盤沈下の発生が懸念されることから、事業

区域及びその周辺における地下水の状況、地質構造、軟弱地

盤の分布等を把握し、必要に応じて環境影響評価項目に選定

すること。（委員、事務局）【答申】 

 

（３）騒音及び超低周波音並びに振動 

ア 施設の稼働による騒音及び超低周波音について、風車騒

音は振幅の変調があり、わずらわしさ（アノイアンス）が

高い等の特殊性があることを踏まえ、国内外の知見を収集

し、環境影響評価を行うこと。なお、２０ヘルツから   

１００ヘルツの低周波音を含め、風力発電機から発生する

音の周波数帯に係る情報を適切に把握すること。【答申】 

 

  イ 建設機械の稼働及び施設の稼働に係る調査地点につい

て、事業区域の最寄り住宅付近として１１地点を選定し

ているが、より近くに住宅が存在する可能性があること

から、それらの位置を漏れなく把握した上で適切に選定

すること。【答申】 

 

 

 

 

 

（２）水文環境 

新設風車の配置、基礎構造及び施工方法によっては、地下

水への影響が懸念されることから、事業区域及びその周辺に

おける地下水の状況、地質構造等を把握し、必要に応じて環

境影響評価項目に選定すること。 

 

 

（３）騒音及び超低周波音並びに振動 

ア 施設の稼働による騒音及び超低周波音について、風車騒

音は振幅の変調があり、わずらわしさ（アノイアンス）が

高い等の特殊性があることを踏まえ、国内外の知見を収集

し、環境影響評価を行うこと。なお、２０ヘルツから   

１００ヘルツの低周波音を含め、風力発電機から発生する

音の周波数帯に係る情報を適切に把握すること。 

 

  イ 建設機械の稼働及び施設の稼働に係る調査地点につい

て、事業区域の最寄り住宅付近として１１地点を選定し

ているが、より近くに住宅が存在する可能性があること

から、それらの位置を漏れなく把握した上で適切に選定

すること。 
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図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

5-22,5-35 

 

 

 

 

 

 

 

5-45～47 

 

 

 

 

 

5-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 建設機械の稼働による騒音及び振動について、ブルド

ーザー、バックホー等を使用する作業は、銚子市環境保

全条例に基づく特定建設作業に該当する。ついては、当

該作業騒音及び振動の予測を行い、市条例における特定

建設作業の規制基準との整合についても評価すること。

【答申】 

 

（４）動物及び陸水生物 

ア 事業区域及びその周辺において、希少猛禽類の繁殖活動

が確認された場合は、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平

成２４年１２月環境省）を参考として、原則として２営巣

期を含む１年半以上の調査を実施し、繁殖状況等を把握す

ること。【答申】 

 

イ バードストライク等の予測は不確実性が高いため、鳥類

及びコウモリ類に係る死骸調査では、当該地域におけるバ

ードストライク等の実態を可能な限り詳細に把握し、より

精度の高い予測を行うことが重要である。ついては、周辺

の風車での衝突状況を把握するため、同位置で更新する４

基の既設風車のみでなく、撤去予定の風車においても可能

な限り死骸調査を行うこと。【答申】 

 

 

 

 

ウ 建設機械の稼働による騒音及び振動について、ブルド

ーザー、バックホー等を使用する作業は、銚子市環境保

全条例に基づく特定建設作業に該当する。ついては、当

該作業騒音及び振動の予測を行い、市条例における特定

建設作業の規制基準との整合についても評価すること。 

 

 

（４）動物及び陸水生物 

ア 事業区域及びその周辺において、希少猛禽類の繁殖活動

が確認された場合は、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平

成２４年１２月環境省）を参考として、原則として２営巣

期を含む１年半以上の調査を実施し、繁殖状況等を把握す

ること。 

 

イ バードストライク等の予測は不確実性が高いため、鳥類

及びコウモリ類に係る死骸調査では、当該地域におけるバ

ードストライク等の実態を可能な限り詳細に把握し、より

精度の高い予測を行うことが重要である。ついては、周辺

の風車での衝突状況を把握するため、同位置で更新する４

基の既設風車のみでなく、撤去予定の風車においても可能

な限り死骸調査を行うこと。 
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図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

5-55 

 

 

 

 

 

5-49 

 

 

 

 

5-55,5-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 鳥類調査における飛翔高度の区分について、風力発電機

のブレード回転域（Ｍ域）を地上高度２０～２００ｍまで

としているが、新設風車の全高は最大で２２０ｍとなる計

画であることから、今後決定する風力発電機の全高等を踏

まえて設定すること。【指導】 

 

エ コウノトリ等の重要な種について、事業区域及びその周

辺に生息する可能性があることから、希少猛禽類等と同

様に飛翔状況を確認し、新設風車の稼働による衝突リス

クについて予測及び評価すること。【答申】 

 

オ 昆虫類、魚類、底生生物の調査について、春季、夏

季、秋季の３季において合計３回行うとしているが、千

葉県環境影響評価技術細目に基づき、昆虫類については

初夏にも行うなど、それぞれ時期を考慮した上で適切な

回数行うこと。【答申】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 鳥類調査における飛翔高度の区分について、風力発電機

のブレード回転域（Ｍ域）を地上高度２０～２００ｍまで

としているが、新設風車の全高は最大で２２０ｍとなる計

画であることから、今後決定する風力発電機の全高等を踏

まえて設定すること。 

 

エ コウノトリ等の重要な種について、事業区域及びその周

辺に生息する可能性があることから、希少猛禽類等と同

様に飛翔状況を確認し、新設風車の稼働による衝突リス

クについて予測及び評価すること。 

 

オ 昆虫類、魚類、底生生物の調査について、春季、夏

季、秋季の３季において合計３回行うとしているが、千

葉県環境影響評価技術細目に基づき、昆虫類については

初夏にも行うなど、それぞれ時期を考慮した上で適切な

回数行うこと。 
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図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

 

5-8,5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-65 

 

 

 

 

 

該当ページ 

なし 

 

 

 

 

 

 

（５）生態系 

「風車の設置場所は畑地等の人為的な改変を受けている

環境であるため、生態系への影響は極めて小さい」として、

環境影響評価項目に選定していないが、事業の実施に伴い、

生態系の上位種である猛禽類がバードストライクにより減

少することや、畑地や樹林地を改変する場合は、基盤環境が

変化することが考えられ、生態系への影響が生じるおそれが

ある。ついては、生態系を環境影響評価項目に選定すること。 

【答申】 

 

（６）景観 

   新設風車を北西側の新たな場所に設置することや、風車が

大型化することに伴い、東庄県民の森からの眺望景観に影響

を及ぼすおそれがあることから、当該地点を主要な眺望点と

して選定すること。【答申】 

 

（７）廃棄物 

   事業区域には、廃棄物処理法の許可や届出が不要であった

時期に設置された廃棄物最終処分場（ミニ処分場）や、廃棄

物の不法投棄現場が存在していたことが確認されており、地

下に廃棄物が存在する可能性がある。ついては、工事予定地

のうち掘削を行う場所において、ボーリング調査を行うこと

等により地下の廃棄物量等の把握に努めるとともに、その結

果を踏まえて廃棄物発生量等の予測及び評価を行うこと。

【指導】 

（５）生態系 

「風車の設置場所は畑地等の人為的な改変を受けている

環境であるため、生態系への影響は極めて小さい」として、

環境影響評価項目に選定していないが、事業の実施に伴い、

生態系の上位種である猛禽類がバードストライクにより減

少することや、樹林地を改変する場合は、基盤環境が変化す

ることが考えられ、生態系への影響が生じるおそれがある。

ついては、その影響について検討し、必要に応じて環境影響

評価項目に選定すること。 

 

（６）景観 

   新設風車を北西側の新たな場所に設置することや、風車が

大型化することに伴い、東庄県民の森からの眺望景観に影響

を及ぼすおそれがあることから、当該地点を主要な眺望点と

して選定すること。 

 

（７）廃棄物 

   事業区域には、廃棄物処理法の許可や届出が不要であった

時期に設置された廃棄物最終処分場（ミニ処分場）や、廃棄

物の不法投棄現場が存在していたことが確認されており、地

下に廃棄物が存在する可能性がある。ついては、工事予定地

のうち掘削を行う場所において、ボーリング調査を行うこと

等により地下の廃棄物量等の把握に努めるとともに、その結

果を踏まえて廃棄物発生量等の予測及び評価を行うこと。 
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図書: 

方法書該当ページ 
新 旧 

 

該当ページ 

なし 

４ その他 

 環境影響評価に関する図書をインターネットの利用その

他の方法で公表する際は、印刷や縦覧期間後の閲覧を可能に

するなどにより、住民等の利便性の向上に努めること。 

【答申】 

 

４ その他 

 環境影響評価に関する図書をインターネットの利用その

他の方法で公表する際は、印刷や縦覧期間後の閲覧を可能に

するなどにより、住民等の利便性の向上に努めること。 

 

 

 


